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情報あらかると

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)のお知らせ
☆☆☆ １０月の年金から保険料の差し引きが始まる方へ ☆☆☆

後期高齢者医療制度加入時点まで、配偶者やお子さんの保険に加入していた方（被扶養者）で、
保険料が２，１００円になっていない場合は、お問い合わせください。

被用者保険の被扶養者だった方の保険料

平成２０年１０月から平成２１年３月までの保険料平成２０年４月から９月までの保険料

２，１００円０円

≪注意≫１・２の場合とも
煙 次の①・②に当てはまる方は、納入通知書や口座振替により納めていただきます。
煙 後期高齢者医療制度に加入した月によっては、年金から差し引きできない場合があります。
煙 障害年金や遺族年金も差し引きの対象となります。

≪注≫年金から差し引きできない場合
① 年金額が年額１８万円未満の方（介護保険料が年金から差し引かれていない方）
② 介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の２分

の１を超える方

問い合わせ 北海道後期高齢者医療広域連合（緯０１１－２９０－５６０１）
国保・年金グループ（緯碓８５２１３７）

１ 被用者保険※の被保険者（加入者本人）
だった方

被用者保険の被保険者だった方は、後期高齢者医療制度に
加入してから９月まで、納入通知書や口座振替で保険料を納
めていただいておりましたが、１０月からは原則として年金か
ら差し引かれることになります。

ただし、複数の年金を受給している方については、法律に
定められた上位の年金が差し引きの対象になりますので、対
象となる年金の受給額によっては差し引きできないことにな
ります。

この場合、従来どおり納入通知書や口座振替により納めて
いただきます。

２ 被用者保険※の被扶養者だった方
被用者保険の被扶養者だった方は、後期高齢者医療制度に

加入してから９月まで、保険料のお支払いが免除されていま
したが、１０月からは年金から差し引かれることになります。

なお、保険料額は、１０月から平成２１年３月までの合計額は
２，１００円です。

被用者保険とは？
政府管掌健康保険や組合管掌健
康保険、共済組合など、いわゆ
るサラリーマン保険のことです。
市の国民健康保険や国民健康保
険組合は含まれません。

保険料の差し引きの対象
となる年金支給者の順位

１ 社会保険庁
２ 国家公務員共済組合連合会
３ 日本私学振興・共済事業団
４ 地方公務員共済組合連合会


